
利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

大規模減算 身体拘束廃
止未実施減
算

福祉専門職員配置等加算 地域生活支
援拠点等の
場合

(一)　区分６ ( 903単位 )

(二)　区分５ ( 767単位 )

(三)　区分４ ( 634単位 )

(四)　区分３ ( 570単位 )

(五)　区分１・２ ( 498単位 )

(一)　区分６ ( 589単位 )

(二)　区分５ ( 516単位 )

(三)　区分４ ( 311単位 )

(四)　区分３ ( 235単位 )

(五)　区分１・２ ( 169単位 )

(一)　区分３ ( 767単位 )

(二)　区分２ ( 602単位 )

(三)　区分１ ( 498単位 )

(一)　区分３ ( 516単位 )

(二)　区分２ ( 273単位 )

(三)　区分１ ( 169単位 )

(一)　区分６ ( 1,104単位 )

(二)　区分５ ( 969単位 )

(三)　区分４ ( 835単位 )

(四)　区分３ ( 772単位 )

(五)　区分１・２ ( 700単位 )

(一)　区分６ ( 791単位 )

(二)　区分５ ( 719単位 )

(三)　区分４ ( 513単位 )

(四)　区分３ ( 438単位 )

(五)　区分１・２ ( 370単位 )

(一)　区分３ ( 969単位 )

(二)　区分２ ( 804単位 )

(三)　区分１ ( 700単位 )

(一)　区分３ ( 719単位 )

(二)　区分２ ( 475単位 )

(三)　区分１ ( 370単位 )

（1）医療型短期入所サービス費（Ⅰ） ( 3,010単位 )

（2）医療型短期入所サービス費（Ⅱ） ( 2,762単位 )

（3）医療型短期入所サービス費（Ⅲ） ( 1,747単位 )

（1）医療型特定短期入所サービス費（Ⅰ） ( 2,835単位 )

（2）医療型特定短期入所サービス費（Ⅱ） ( 2,636単位 )

（3）医療型特定短期入所サービス費（Ⅲ） ( 1,646単位 )

（4）医療型特定短期入所サービス費（Ⅳ） ( 2,070単位 )

（5）医療型特定短期入所サービス費（Ⅴ） ( 1,943単位 )

（6）医療型特定短期入所サービス費（Ⅵ） ( 1,266単位 )

（1）共生型短期入所（福祉型）サービス費（Ⅰ） ( 767単位 )

（2）共生型短期入所（福祉型）サービス費（Ⅱ） ( 235単位 )

（3）共生型短期入所（福祉型強化）サービス費（Ⅰ） ( 965単位 )

（4）共生型短期入所（福祉型強化）サービス費（Ⅱ） ( 436単位 )

（1）基準該当短期入所サービス費（Ⅰ） ( 767単位 )

（2）基準該当短期入所サービス費（Ⅱ） ( 235単位 )

※　令和３年９月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001／1,000に相当する単位数を算定する。

短期利用加算

(１日につき30単位を加算 )

（一）定員6人以下 (１日につき10単位を加算 )

（二）定員7人以上12人以下 (１日につき8単位を加算 )

（三）定員13人以上17人以下 (１日につき6単位を加算 )

（四）定員18人以上 (１日につき4単位を加算 )

医療的ケア対応支援加算

(１日につき120単位を加算 )

重度障害児・障害者対応支援加算

(１日につき30単位を加算 )

重度障害者支援加算

(１日につき50単位を加算 )

単独型加算

(１日につき320単位を加算 )

医療連携体制加算 イ　医療連携体制加算（Ⅰ） (１日につき32単位を加算 )

ロ　医療連携体制加算（Ⅱ） (１日につき63単位を加算 )

ハ　医療連携体制加算（Ⅲ） (１日につき125単位を加算 )

ニ　医療連携体制加算（Ⅳ） （1）利用者が１人 (１日につき960単位を加算 )

（2）利用者が２人 (１日につき600単位を加算 )

（3）利用者が３人以上８人以下 (１日につき480単位を加算 )

ホ　医療連携体制加算（Ⅴ） （1）利用者が１人 (１日につき1,600単位を加算 )

（2）利用者が２人 (１日につき960単位を加算 )

（3）利用者が３人以上８人以下 (１日につき800単位を加算 )

ヘ　医療連携体制加算（Ⅵ） （1）利用者が１人 (１日につき2,000単位を加算 )

（2）利用者が２人 (１日につき1,500単位を加算 )

（3）利用者が３人 (１日につき1,000単位を加算 )

ト　医療連携体制加算（Ⅶ） (１日につき500単位を加算 )

チ　医療連携体制加算（Ⅷ） (１日につき100単位を加算 )

リ　医療連携体制加算（Ⅸ） (１日につき39単位を加算 )

栄養士配置加算 イ　栄養士配置加算（Ⅰ） (１日につき22単位を加算 )

ロ　栄養士配置加算（Ⅱ） (１日につき12単位を加算 )

注　特別な医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が８時間以上である場合

ホ 基準該当短期入所サービス費

注　医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が４時間未満である場合

注　医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が４時間以上である場合

常勤看護職員等配置加算

注　一定の条件を満たす場合
　＋10単位

注　一定の条件を満たす場合
　＋100単位

注　医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が１時間未満である場合

注　医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が１時間以上２時間未満である場合

注　医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が２時間以上である場合

○短期入所サービス費

（2）福祉型短期入
所サービス費（Ⅱ）

（３）福祉型短期入
所サービス費（Ⅲ）

（４）福祉型短期入
所サービス費（Ⅳ）

（５）福祉型強化短
期入所サービス費
（Ⅰ）

注

基本部分

イ 福祉型短期入所サービス費 （1）福祉型短期入
所サービス費（Ⅰ）

×70／100

減算が適用さ
れる月から２月
目まで
×70／100

３月以上連続
して減算の場
合
×50/100

単独型で20
床以上の場

合
×90/100

利用者全員
について、1
日につき5単
位を減算

利用者全員
について、利
用を開始した
日の１日につ
き100単位を
加算

（７）福祉型強化短
期入所サービス費
（Ⅲ）

（８）福祉型強化短
期入所サービス費
（Ⅳ）

ロ 医療型短期入所サービス費

ハ 医療型特定短期入所サービス費

（６）福祉型強化短
期入所サービス費
（Ⅱ）

ニ 共生型短期入所サービス費
(Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資
格保有者が35％以上雇用されている場合
　　1日につき15単位を加算

(Ⅱ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資
格保有者が25％以上雇用されている場合
　　1日につき10単位を加算
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利用者負担上限額管理加算（月１回を限度）

(１回につき150単位を加算 )

食事提供体制加算

(１日につき48単位を加算 )

緊急短期入所受入加算 イ　緊急短期入所受入加算（Ⅰ） (１日につき180単位を加算 )

ロ　緊急短期入所受入加算（Ⅱ） (１日につき270単位を加算 )

定員超過特例加算 (１日につき50単位を加算 )

特別重度支援加算 イ　特別重度支援加算（Ⅰ） (１日につき610単位を加算 )

ロ　特別重度支援加算（Ⅱ） (１日につき297単位を加算 )

ハ　特別重度支援加算（Ⅲ） (１日につき120単位を加算 )

送迎加算

(片道につき186単位を加算 )

日中活動支援加算 (１日につき200単位を加算 )

イ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１月につき　＋所定単位×86／1,000）

ロ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（１月につき　＋所定単位×63／1,000）

ハ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１月につき　＋所定単位×35／1,000）

ニ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１月につき　＋ハの90／100）

ホ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（１月につき　＋ハの80／100）

福祉・介護職員処遇改善特別加算

（１月につき　＋所定単位×9／1,000）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

（１月につき　＋所定単位×21／1,000）

注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処
遇改善加算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善加算との併給不可
注３　令和２年度から継続して算定する場合のみ令和４年３月サービス提供分まで算定が可能

注　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇
改善加算を除く）を算定した単位数の合計

注１　加算の算定を開始した日から起算して10日以内に限る。
注２　当該加算の算定中は、利用者の数が利用定員を超える場合の減算は適用しない。

注　同一敷地内の場合　　 ×70/100

福祉・介護職員処
遇改善加算

注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処
遇改善加算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善特別加算との併給不可
注３　二、ホについて、令和２年度から継続して算定する場合のみ令和４年３月サービス提供分まで算定が可能
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